
東久留米市出身

l予防について＝健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２
　クーリングシェルターについて＝環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

選手プロフィール
生年月日２００６年 ３ 月２６日（１８歳）
略歴東京都立小平特別支援学校卒業
所属株式会社スタイル・エッジ

一
いちの
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え
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音
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選手を
パリ２０２４パラリンピックで応援しよう！

　８月２８日㈬～９月８日㈰にフランスのパリで開催される「パリ２０２４パ
ラリンピック」のボッチャBC３クラスに東久留米市出身の一戸彩音選手が
出場します。
　一戸選手は、２０２４年に開催された「第２５回日本ボッチャ選手権大会」で
優勝、同年カナダで開催の「Montreal ２０２４ World Boccia Cup」の団
体（ペア・チーム）種目で優勝するなど、メダルの獲得が期待される選手です。
　本市出身の選手をみんなで応援しましょう。
l生涯学習課☎０４２・４７０・７７８４

市n
（熱中症について）

競技日程は
日本ボッチャ協会の
nやSNSをチェック！

日本ボッチャ協会n

画像提供＝日本ボッチャ協会

X Instagram

熱中症熱中症からから命命をを守守るる行動行動をを！！

予防のポイント

　市では、冷房施設のある１６箇所の公共施
設および民間施設 １ 箇所（イオンモール東
久留米）を気候変動適応法に定める「クーリ
ングシェルター」として指定しました。熱
中症特別警戒アラートが発表された場合に
暑さをしのぐ場所として開放します。対象
施設については今後順次追加予定です。
※�施設の休館日や施設修繕などで臨時休館
となる場合は、熱中症特別警戒アラート
が発表された場合でも開放できませんの
でご注意ください。

このマークが
目印

クーリングシェルターを新たに指定しました

●こまめな水分補給
起床時・活動前後
・入浴前後・入眠
前など、コップ １
杯程度の水分をこ
まめに取るように
しましょう。

●バランスの良い食事
暑さで食欲が落ち
ている時も、食べ
やすいもので良い
ので、まずは朝ご
はんから取りまし
ょう。

●しっかりとした睡眠
寝室のエアコンは
直接体に風が当た
らないよう調整し、
吸湿性・通気性の
良い寝具を使いま
しょう。

暑さ指数（WBGT）とは…①湿度②日射・輻
ふく

射
しゃ

など周辺の熱環境
③気温の ３つを取り入れた指数

【数値の目安】
▼２８以上＝熱中症発症のリスクが高い
▼３３以上＝「熱中症警戒アラート」が発表
▼都道府県内すべての暑さ指数情報提供地点で３５以上＝「熱中症
特別警戒アラート」が発表
暑さ指数（WBGT） 注意すべき生活活動の目安 注意事項

危険
（３１以上）

すべての生活活動でおこる危険性

高齢者においては安静状態で
も発生する危険性が大きい。
外出はなるべく避け、涼しい
室内に移動する。

厳重警戒
（２８以上３１未満）

外出時は炎天下を避け、室内
では室温の上昇に注意する。

警戒
（２５以上２８未満）

中等度以上の
生活活動でお
こる危険性

例：ウォーキング・
庭の草むしり・布団
の上げ下ろしなど

運動や激しい作業をする際は
定期的に充分に休息を取り入
れる。

注意
（２５未満）

強い生活活動
でおこる危険
性

例：ジョギング・ラ
ンニングなど

一般に危険性は少ないが激し
い運動や重労働時には発生す
る危険性がある。

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.４」（２０２２）より改編

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）一覧表
公共施設

施設名 所在地 施設名 所在地

１ 東久留米市役所
（１階・２階ロビー） 本町３－３－１ ９ さいわい福祉センター 幸町３－９－２８

２ 西部地域センター 滝山４－１－１０ １０ わくわく健康プラザ 滝山４－３－１４
３ 南部地域センター ひばりが丘団地１８５ １１ 中央児童館 中央町１－１０－１１
４ 東部地域センター 大門町２－１０－５ １２ 子どもセンターひばり ひばりが丘団地８－１１
５ 上の原連絡所 上の原１－４－１１－１０５ １３ 子どもセンターあおぞら 前沢４－２５－８
６ 野火止地区センター 野火止２－１－８３ １４ 生涯学習センター 中央町２－６－２３

７ 南町地区センター 南町３－９－４５ １５ 東京ドームスポーツセ
ンター東久留米 大門町２－１４－３７

８ 中央町地区センター 中央町６－１－１ １６ 中央図書館 中央町２－６－２３

民間施設
施設名 所在地　 受入可能人数 開放日時

イオンモール東久留米 南沢１－１７－６２ ６，５６７人 月曜日～日曜日、午前１０時～午後９時

●暑さに関する情報をチェック
暑さ指数（WBGT）や
熱中症（特別）警戒アラ
ートは、暑さを予測す
る目安になります。市
の防災防犯情報サービ
ス「安心くるめーる」や
都の熱中症対策ポータ
ルサイトを活用し、暑
さに関する情報を確認
しましょう。

市n
（安心くるめーる）

都熱中症対策
ポータルサイト

今号の主な内容

No. 1356

令和6年
（2024年）

8／15 号
・多摩の魅力をめぐるデジタル de スタンプラリー… ２ 面

・ ９ 月は障害者雇用支援月間です…………………… ２ 面

・地域包括支援センターの「ブランチ」を設置します… ４ 面

・第４２回いのちかがやけ作品展……………………… ５ 面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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　聴覚障がい者の方々への理解と、「手話」を広めることを目的として、市民
手話まつりを開催します。
a ９ 月１４日㈯午前１１時～午後 ４時
b市民プラザ（市役所 １階）
c手話教室・ミニコーナー・展示（ろう者協会・手話サークルなど）。午後 １
時半～ ３ 時に「みんなの手話」出演の寺澤英弥氏による講演会を行います（手
話通訳あり）
f先着１００人（事前申し込み制）
k ８ 月１５日㈭午後 １ 時から氏名・mアドレスをmで市ろう者協会事務局m
（higashikurume.deaf.tokyo@gmail.com）へ。m不可の方のみ電話で同事
務局☎０８０・９５０９・２１８３へ
l同事務局

l�多摩の魅力発信プロジェクト事務局☎０８０・４５８６・００３６、
都総務局行政部振興企画課☎０３・５３８８・２４４３～私の好きが「多摩」にある～～私の好きが「多摩」にある～

多摩の魅力をめぐるデジタル de スタンプラリー多摩の魅力をめぐるデジタル de スタンプラリー
　多摩全域をフィールドに、さまざまなおすすめスポットを巡るデジタルスタンプラリーを実施
します。全員もらえる参加賞、さらにスタンプを集めると抽選で豪華な賞品が当たります。
　特設サイトでは、歴史や文化、自然、体験、映えスポット、グルメなど、おすすめスポットを
７つの魅力別に紹介！知れば知るほど好きになる多摩地域の魅力と出会ってみませんか。 スタンプラリー

特設サイト

南沢氷川神社 竹林公園

市内の対象スポット

多摩の魅力発信
プロジェクト
マスコットキャラクター
「たまらんにゃ～」

　障害者雇用支援月間とは、障害者の職業的自立の意欲
を喚起するとともに、障害者の雇用に関する国民、とり
わけ事業主の関心と理解を一層深めるために厚生労働省
が定めた月間です。
　この間、厚生労働省や都などさまざまな機関が、PR
や啓発活動を実施しています。

■障害者就労支援事業
　障害者就労支援室では障害のある方から一般就労に関
する相談および支援をしています。また、障害者雇用を
検討している事業主からの相談も受け付けています。
主な相談・ 支援内容▼求職活動に関すること▼就職に向
けた準備に関すること▼職場定着に関すること▼離職に
関することなど
利用できる方市内在住・在勤で障害のある方
利用料無料
l▼身体障害、知的障害、難病の方＝就労支援室さいわ
い☎０４２・４７７・３１００▼精神障害の方＝就労支援室あおぞ
ら☎０４２・４７６・２６２５

第２５回障害者雇用促進パネル展第２５回障害者雇用促進パネル展
　市では、障害者雇用についての理解を深め
ていただくため、障害のある方の就労に向け
た取り組みや地域の事業所で働く様子をパネ
ル展示でご紹介します。

a ９ 月 ４ 日㈬～ ６ 日㈮午前 ９ 時～午後 ４ 時
（ ４日は設営完了後から）
b市役所 １階屋内ひろば
cパネル展示。 ６日のみ次のコーナーを設置
します
▼作品等販売コーナー＝参加事業所によるパ
ンや作品などの販売
▼就労相談コーナー（午後 １時～ ４時）＝障害
者就労支援室のスタッフが就労に関する相談
をお受けします
l障害福祉課☎０４２・４７０・７７４７、または各就
労支援室（就労支援室さいわい☎０４２・４７７・
３１００、就労支援室あおぞら☎０４２・４７６・２６２５） 昨年開催時の様子

９ 月は障害者雇用支援月間です９月は障害者雇用支援月間です

市 民 手 話 ま つ り

ありがとう 元気 おつかれさま

実施期間
１０月３１日㈭まで

ちょこ
っと手話紹介
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



９ 月 の 無 料 相 談９ 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 ９ 月は実施しません（次回は１０月１１日㈮実施予定） 施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 １１日㈬ 午前１０時〜

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

障害福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 １２日㈭ 午前１０時〜

正午、午後 １
時〜 ４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 １１日㈬ 午前１０時〜
正午 行政相談委員 市役所 ２階

生活文化課
生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

４ 日㈬

午前１０時から 弁護士
８月２９日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１１日㈬
１８日㈬

９月１２日㈭
２５日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

４ 日㈬
午後 １時から 司法書士

８月２７日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１１日㈬
午後 １時から

行政書士 ９月 ５日㈭

税務相談（ ５人）
１８日㈬

税理士 ９月１０日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ９月１２日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ５ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ８月２９日㈭

交通事故相談（ ５人）

２５日㈬

弁護士

９月１９日㈭年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

２ 日㈪

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

８月２１日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

９ 日㈪
１９日㈭

９月 ４日㈬２０日㈮
３０日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ６ 日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ８月２３日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７
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に
つ
き
１
６

０
円
）▼
非
課
税
世
帯
＝
無
料

◎
共
通
事
項

　
利
用
期
間
は
、
申
請
日
～
最

初
に
到
達
す
る
９
月
３０
日
で
す
。

利
用
希
望
の
方
は
、
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、障
害
福
祉
課（
市

役
所
１
階
）ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。
す
で
に
利
用
登
録
さ
れ

て
い
る
方
に
は
、
１０
月
１
日
㈫

か
ら
の
決
定
通
知
書
を
９
月
２０

日
頃
に
発
送
し
ま
す
。

　
利
用
登
録
の
継
続
を
希
望
し

な
い
方
は
、
同
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

４
７障

受
給
者
証
の
更
新

　
障（
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
制
度
）は
、
都
の
助
成
に
よ

り
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担

（
保
険
診
療
分
）の
一
部
ま
た
は

全
部
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

自
己
負
担
割
合
は
、
所
得
判
定

対
象
者
の
住
民
税
の
課
税
状
況

に
よ
り
異
な
り
ま
す（
課
税
の

方
＝
１
割
、
非
課
税
の
方
＝
自

己
負
担
な
し
）。
以
前
か
ら
障

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
、

下
表
の
所
得
制
限
基
準
額
を
基

に
所
得
の
判
定
を
行
い
、
９
月

１
日
㈰
か
ら
使
用
す
る
受
給
者

証
を
、
８
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

◎
所
得
超
過
の
方

　
障
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

所
得
超
過
に
よ
り
資
格
が
喪
失

す
る
方
に
は
、
消
滅
通
知
書
を
、

８
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◎
新
た
に
受
給
対
象
と
な
る
方

　
現
在
障
受
給
者
証
を
お
持
ち

で
な
い
方
で
、
新
た
に
障
を
受

給
す
る
た
め
に
は
、
障
害
福
祉

課（
市
役
所
１
階
）へ
申
請
が
必

要
で
す
。

e
各
種
医
療
保
険
に
加
入
し
、

次
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方
。
①

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

（
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）②
愛

の
手
帳
１
度
・
２
度
③
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

申
請
に
必
要
な
も
の
対
象
者
の

健
康
保
険
証
、
①
～
③
の
手
帳

　
※
６
年
１
月
２
日
以
降
に
市

内
に
転
入
し
た
方
は
個
別
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
外
の
方
▼
６５
歳
以
上
で
初

め
て
①
～
③
の
手
帳
に
該
当
す

る
方
▼
生
活
保
護
受
給
世
帯
の

方
▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
で
住
民
税
が
課
税
の
方

▼
乳
医
療
証（
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
）を
お
持
ち
の
方

　
※
子
医
療
証（
義
務
教
育
就

学
児
医
療
費
助
成
制
度
）ま
た

は
青
医
療
証（
高
校
生
等
医
療

費
助
成
制
度
）を
お
持
ち
で
、

所
得
判
定
対
象
者
の
住
民
税
が

非
課
税
の
方
は
、
障
を
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

l
同
課
管
理
係
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
７

表　所得制限基準額
扶養親族等の人数 所得額

０人 ３６０万４,０００円
１人 ３９８万４,０００円
２人 ４３６万４,０００円
３人 ４７４万４,０００円
４人 ５１２万４,０００円
５人 ５５０万４,０００円

※�所得判定対象者は受給者本人。ただし、２０歳未満の方は、国民
健康保険法の世帯主か社会保険の被保険者（本人が国民健康保険
法の世帯主か社会保険の被保険者であれば２０歳未満でも本人）。

�

（
４
面
へ
続
く
）

市

民

生

活

９月２日㈪納期限９月２日㈪納期限
納期内納付にご協力くださいl納税課☎︎042・470・7729

市民税・都民税・森林環境税（普通徴収） 第２期

国民健康保険税 第２期

後期高齢者医療保険料 第２期

介護保険料 第２期

国
民
健
康
保
険
滞
納�

世
帯
主
等
特
別
措
置

　
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す

る
と
、
次
の
特
別
措
置
が
適
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
事
情
が
あ
っ
て
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
必
ず
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）お
よ
び
納
税
課

（
同
２
階
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
別
措
置
の
内
容
現
在
使
用
し

て
い
る
被
保
険
者
証
を
返
還
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
返
還
後
に

は
、
短
期
被
保
険
者
証（
有
効

期
限
が
短
い
被
保
険
者
証
）を

交
付
し
ま
す

i
滞
納
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合

は
、
資
格
証
明
書
の
交
付
や
保

険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
差

し
止
め
、
さ
ら
に
は
保
険
給
付

の
額
が
滞
納
保
険
税
に
充
て
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

l
同
課
国
保
年
金
資
格
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
２

こ
ど
も

と
教
育

フ
ァ
ミ
サ
ポ
カ
フ
ェ

　
地
域
の
子
育
て
支
援
を
利
用

し
た
い
人
・
手
伝
い
た
い
人
の

交
流
カ
フ
ェ
で
す
。

a
９
月
１３
日
㈮
午
前
１０
時
～
正

午（
時
間
内
出
入
り
自
由
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
保
育
付
き
カ
フ
ェ
、
事
業
説

明
会（
予
約
不
要
）

e
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
の
利
用
や
活
動
を
考

え
て
い
る
市
民
、
フ
ァ
ミ
サ
ポ

会
員

h
入
会
希
望
者
は
、
顔
写
真
・

本
人
確
認
書
類（
健
康
保
険
証
、

運
転
免
許
証
な
ど
）

k
l
電
話
ま
た
は
直
接
同
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
３
２
９

４
へ

同センターn

高
齢
者

・
福
祉

日
中
一
時
支
援
事
業
・

移
動
支
援
事
業

◎
日
中
一
時
支
援
事
業

　
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障

害
者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し

て
い
る
家
族
の
一
時
的
な
休
息

（
レ
ス
パ
イ
ト
）・
疾
病
・
冠
婚

葬
祭
な
ど
の
際
に
、
見
守
り
な

ど
の
支
援
が
必
要
な
障
害
者
・

児
を
一
時
的
に
預
か
り
、
日
中

活
動
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

e
３
歳
以
上
で
身
体
・
知
的
・

精
神
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
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（
３
面
か
ら
続
く
）

認
知
症
介
護
者
家
族
会 

～
介
護
者
向
け
学
習
会
～

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
市
内
３
箇
所
で

「
認
知
症
介
護
者
家
族
会
」を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　
９
月
は
介
護
者
の
方
を
応
援

す
る「
介
護
者
向
け
学
習
会
」を

東
部
・
中
部
・
西
部
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
合
同
で
開
催
し

ま
す
。
事
前
に
お
申
し
込
み
の

上
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
９
月
７
日
㈯
午
前
１０
時
～
正

午（
９
時
４５
分
か
ら
受
け
付
け
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
▼
１
部（
講
義
）＝
介
護
ひ
と

り
で
抱
え
込
ん
で
い
ま
せ
ん
か

⁉
▼
２
部（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
）

＝
知
ろ
う
認
知
症
の
世
界

e
次
の
い
ず
れ
か
の
方
①
認
知

症
の
方
を
現
在
介
護
し
て
い
る

方
②
関
心
の
あ
る
方

f
３０
人（
応
募
多
数
の
場
合
は

①
の
方
を
優
先
）

d
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員k
l
８
月
１５
日
㈭
午
前
９
時
か

ら
電
話
で
お
住
ま
い
の
地
域
を

担
当
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー（
左
上
表
参
照
）へ

住
環
境

ラ
ジ
オ
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ

ト
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
局「
Ｔ

Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
８
５
４
く
る
め
ラ
」

の
番
組
内
で
、
自
宅
で
で
き
る

「
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
」を
実

施
し
ま
す
。「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
８
５

４
く
る
め
ラ
」が
聴
け
る
ラ
ジ

オ
や
ア
プ
リ
を
入
れ
た
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
あ
れ
ば
誰
で
も
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

a
８
月
２７
日
㈫
午
前
１１
時
～
１１

時
５４
分

c
▼
番
組
名
＝
ラ
ジ
オ
で
防
災

！
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
▼
参

加
方
法
＝
で
き
る
だ
け
事
前
登

録
を
お
願
い
し
ま
す
。
当
日
、

Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ（
８５
・
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

ま
た
は
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で

番
組
を
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

　
※
事
前
登
録
方
法
な
ど
、
詳

細
は
特
設
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
と
は

＝
２
０
０
８
年
に
ア
メ
リ
カ
で

始
ま
っ
た
、
地
震
の
際
の
安
全

確
保
行
動
で
あ
る「
命
を
守
る

３
動
作
」を
約
１
分
間
で
行
う

防
災
訓
練
で
す

l
防
災
防
犯
課
防
災
防
犯
担
当

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
９

特設nFMプラプラ
TOKYO８５４

公式アプリ

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト（
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
）の
全
国
一
斉
情

報
伝
達
試
験
を
次
の
日
程
で
行

い
ま
す
。

a
８
月
２８
日
㈬
午
前
１１
時
頃

c
防
災
行
政
無
線
か
ら「
こ
れ

は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
で
す
」

と
の
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す
。

i
災
害
の
発
生
な
ど
に
よ
り
、

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

l
防
災
防
犯
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
９

国民保護ポータル
サイトn

日
常
生
活
で
の
事
故
か
ら

こ
ど
も
の
身
を
守
ろ
う

　
東
京
消
防
庁
管
内
で
は
、
１

日
に
約
３６
人
の
こ
ど
も（
１２
歳

以
下
）が
救
急
車
で
搬
送
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
に
１
歳
児
、
２

歳
児
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◎「
転
落・墜
落
」「
窒
息・誤
飲
」

「
お
ぼ
れ
」に
は
十
分
に
注
意
し

ま
し
ょ
う

　
こ
ど
も
は
日
々
成
長
し
、
行

動
範
囲
が
広
が
る
こ
と
で
さ
ま

ざ
ま
な
事
故
が
起
こ
り
ま
す
。

ベ
ラ
ン
ダ
に
こ
ど
も
が
登
れ
る

よ
う
な
も
の
を
置
い
て
い
ま
せ

ん
か
？
こ
ど
も
の
手
が
届
く
場

所
に
口
の
中
に
入
る
も
の
を
置

い
て
い
ま
せ
ん
か
？
こ
ど
も
の

入
浴
中
に
目
を
離
し
て
い
ま
せ

ん
か
？
こ
ど
も
の
目
線
で
身
の

回
り
に
危
険
が
な
い
か
チ
ェ
ッ

ク
し
ま
し
ょ
う
。

l
東
久
留
米
消
防
署
防
災
安
全

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

お
知
ら
せ

都
営
住
宅（
東
久
留
米

市
地
元
割
当
）の
入
居

者
募
集

　
８
月
１９
日
㈪
か
ら
都
営
住
宅

の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
高
齢
者
集

合
住
宅
）の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

種
類
・
対
象
単
身
者
向
け
▼
大

門
町
二
丁
目（
大
門
町
２

−

１２
）

＝
１
戸（
１
Ｄ
Ｋ
）▼
幸
町
一
丁

目（
幸
町
１

−

１１
他
）＝
２
戸

（
１
Ｄ
Ｋ
）

２
人
世
帯
向
け
▼
大
門
町
二
丁

目（
大
門
町
２

−

１０
）＝
３
戸

（
２
Ｄ
Ｋ
）▼
柳
窪
三
丁
目（
柳

窪
３

−

３
）＝
２
戸（
２
Ｄ
Ｋ
）

申
込
資
格
申
込
者
が
市
内
に
継

続
し
て
３
年
以
上
居
住
し
て
い

る
こ
と
、
６５
歳
以
上
で
あ
る
こ

と
な
ど

　
※
８
月
上
旬
に
実
施
さ
れ
た

東
京
都
の
定
期
募
集
に
申
し
込

ん
で
い
る
場
合
で
も
申
し
込
み

可
能
で
す
が
、
両
方
に
当
選
し

た
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
辞
退
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
８
月
１９

日
㈪
～
９
月
２
日
㈪（
閉
庁
日

時
を
除
く
）に
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ

ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

申
込
方
法
・
期
限
９
月
２
日
㈪

ま
で
に（
消
印
有
効
）、
募
集
案

内
に
同
封
の
申
込
用
紙
・
封
筒

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
郵

送
、
ま
た
は
同
課
へ
持
参
を

j
詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認

く
だ
さ
い

l
同
課
計
画
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
２

特
設
行
政
相
談
所

　
国
・
都
・
市
な
ど
の
行
政
機

関
や
Ｊ
Ｒ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
公

共
性
の
高
い
法
人
、
公
的
行
政

機
関
か
ら
委
任
さ
れ
補
助
金
を

受
け
て
い
る
法
人
な
ど
に
つ
い

て
、
苦
情
や
意
見
・
要
望
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
と
き
は

「
行
政
相
談
委
員
」が
相
談
に
応

じ
ま
す
。
行
政
相
談
委
員
は
、

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民

間
有
識
者
で
す
。

a
８
月
２８
日
㈬
午
後
１
時
半
～

４
時

b
屋
内
ひ
ろ
ば（
市
役
所
１
階
）

g
無
料

k
当
日
会
場
で

l
生
活
文
化
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
３
８

事
務
報
告
書
の
公
表

　
事
務
報
告
書
は
、
市
の
事
務

事
業
の
概
要
、
事
業
費
、
取
組

み
内
容
等
を
取
り
ま
と
め
た

「
施
策
報
告
書
」、
市
民
目
線
に

よ
る
行
政
需
要
の
把
握
を
行
う

た
め
の「
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」や「
利
用
者
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」な
ど
を
総
称
し
た
も
の
で

あ
り
、
市
民
目
線
に
よ
る
行
政

需
要
の
把
握
や
市
民
に
対
す
る

説
明
責
任
を
果
た
す
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
、
６
年
度
の
事
務

報
告
書
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た

の
で
、
市
n
で
公
表
し
ま
す
。

l
行
政
経
営
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
０
４

市n

　スマホをお持ちでない方や、持っているけどあまり使えてい
ない方などが、基本的な使い方から日常よく使う機能および「防
災」に関する操作などについて学べます。主催者がスマホを用
意するため、お持ちでない方も気軽にご参加ください。
ab ５ 会場。時間はいずれも午前１０時～正午
　① ９月 ４日㈬＝八幡町地区センター
　② ９月 ５日㈭＝中央町地区センター
　③ ９月 ６日㈮＝南町地区センター
　④ ９月 ９日㈪＝浅間町地区センター
　⑤ ９月１１日㈬＝野火止地区センター
e６０歳以上の方
f各会場１６人（事前申し込み制、先着順）
dスマホアドバイザー
g無料
hスマホ（お持ちの方のみ）、筆記用具
i申し込みが ８人以下の場合、開催中止の場合有
j市社会福祉協議会主催
kl ８ 月１９日㈪午後 １時～２８日㈬午後 ５時に、電話で同協議会
地区センター担当☎０４２・４７９・５５５０（火曜日・祝日を除く午前
９時～午後 ５時）に氏名・住所・電話番号の連絡を
　※�申し込み締め切り後、各会
場の定員に満たない場合、
募集期間を延長する場合が
あります。

シニアのためのシニアのための
やさしいスマートフォン（スマホ）教室やさしいスマートフォン（スマホ）教室

　１０月 １ 日より在宅介護支援センターが地域包括支援センターの「ブラン
チ（窓口）」になります。「ブランチ」は高齢者の身近な相談窓口として、地域
包括支援センターと連携し、地域で暮らす高齢者のみなさんを支える機関
です。介護予防の情報提供や、介護保険の申請受付も行います。担当地域
にお住まいの方の総合相談は「ブランチ」で承
ります。
担当地域野火止、八幡町、幸町二～五丁目、
小山四・五丁目
l介護福祉課地域ケア係☎０４２・４７０・７７７７（内
線２５０１～２５０３）

地域包括支援センターの
　　　　「ブランチ」を設置します

表　各地域包括支援センターの連絡先・担当地区

名称・電話番号 担当地区

●東部地域包括支援センター
☎０４２・４７３・９９９６

上の原、神宝町、金山町、氷川台、大門町、東本町、新
川町、浅間町、小山

●中部地域包括支援センター
☎０４２・４７０・８１８６

学園町、ひばりが丘団地、本町、中央町、幸町、南沢、
前沢一～三丁目、南町

●西部地域包括支援センター
☎０４２・４７２・０６６１

前沢四・五丁目、滝山、下里、柳窪、野火止、八幡町、
弥生
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市
民
ア
ン
ケ
ー
ト 

調
査
結
果
の
公
表

　
市
で
は
、
市
の
事
業
に
対
す

る
市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
お
聞

き
し
、
そ
の
成
果
や
実
績
等
を

把
握
す
る
た
め
に
、
１８
歳
以
上

の
市
民
の
中
か
ら
無
作
為
に
抽

出
し
た
２
０
０
０
人
を
対
象
に

令
和
６
年
度
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、
同
調
査
の
結
果

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

有
効
回
答
数（
回
答
率
）６
８
５

人（
３４
・
３
㌫
）（
郵
送
に
よ
る

回
答
４
６
４
人
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
回
答
２
２
１
人
）

閲
覧
場
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
中
央
・
滝
山

・
東
部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図

書
館
、
市
n
で

l
行
政
経
営
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
０
４

市n

官
公
署

　
な
ど

地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業

生
活
支
援
員
募
集
説
明
会

　
認
知
症
や
知
的
・
精
神
の
障

が
い
な
ど
に
よ
り
、
日
常
生
活

に
不
安
の
あ
る
方
が
安
心
し
て

地
域
で
暮
ら
す
た
め
、
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
援
助
や
日
常
的

金
銭
管
理
等
を
支
援
す
る
地
域

福
祉
権
利
擁
護
事
業
の
生
活
支

援
員
を
募
集
す
る
た
め
の
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

a
①
９
月
３
日
㈫
午
後
２
時
～

３
時
半
②
９
月
１３
日
㈮
午
前
１０

時
～
１１
時
半

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

e
市
内
在
住
の
方

k
各
開
催
日
の
前
日
午
後
５
時

ま
で
に
、
氏
名
・
年
齢
・
住
所

・
電
話
番
号
を
市
社
会
福
祉
協

議
会
相
談
支
援
担
当
宛
て
電
話

ま
た
は
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
９
・
６

２
９
４

申し込み
フォーム

市
社
会
福
祉
協
議
会 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
個
人

・
団
体
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

応
援
を
求
め
て
い
る
個
人
・
団

体
を
つ
な
ぐ
中
間
支
援
組
織
で

す
。
活
動
場
所
の
提
供
や
各
種

養
成
講
座
・
講
演
会
を
通
し
た

啓
発
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談

　「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
」

「
こ
ん
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん

を
知
り
ま
せ
ん
か
」な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談

を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
特
技
を
活
か
し
た
活

動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
い
た

い
方
向
け
の
個
人
・
団
体
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

登
録
・
紹
介
ま
で
の
流
れ
①
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
し
た
い
内
容
の
相

談
②
登
録
カ
ー
ド
の
提
出
③
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
紹
介

登
録
数
個
人
登
録
５２
人
、
団
体

登
録
２７
団
体
。「
特
技
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
一
覧
」を
同
セ
ン
タ
ー
n

に
掲
載
し
て
い
ま
す

l
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７

５
・
０
７
３
９

同センターn

社
会
貢
献
型
後
見
人
養

成
講
習
受
講
者 

応
募
説
明
会

　
認
知
症
高
齢
者
の
増
加
と
と

も
に
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用

者
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
市
社

会
福
祉
協
議
会
で
は
財
産
管
理

や
施
設
入
所
手
続
き
な
ど
が
で

き
な
い
人
な
ど
の
権
利
を
守
り
、

同
じ
市
民
の
目
線
に
立
っ
て
支

援
す
る「
社
会
貢
献
型
後
見
人
」

を
養
成
す
る
に
あ
た
り
、
応
募

者
向
け
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

a
①
９
月
６
日
㈮
午
前
１０
時
～

１１
時
半
②
９
月
１１
日
㈬
午
後
２

時
～
３
時
半

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階

社
協
会
議
室

c
成
年
後
見
制
度
の
概
要
、
社

会
貢
献
後
見
人
に
つ
い
て
の
説

明
、
応
募
の
流
れ

e
以
下
の
①
～
⑤
を
す
べ
て
満

た
す
方
①
市
内
に
住
民
票
が
あ

る
方
②
社
会
福
祉
に
理
解
と
熱

意
が
あ
り
、
心
身
と
も
に
健
康

な
方
③
応
募
時
に
２０
歳
以
上
で

お
お
む
ね
６５
歳
未
満
の
方
④
基

礎
講
習（
１
月
～
２
月
の
間
で

６
日
）全
日
程
に
参
加
可
能
な

方
⑤
社
協
の
地
域
福
祉
権
利
擁

護
事
業
生
活
支
援
員
と
し
て
活

動
可
能
な
方（
実
地
研
修
含
む
）

f
各
日
先
着
１５
人

g
無
料

h
筆
記
用
具

k
各
開
催
日
の
前
日
午
後
５
時

ま
で
に
、
氏
名
・
年
齢
・
住
所

・
電
話
番
号
を
市
社
会
福
祉
協

議
会
成
年
後
見
制
度
推
進
機
関

宛
て
電
話
ま
た
は
申
し
込
み
フ

ォ
ー
ム
で

l
同
機
関
☎
０４２
・
４
７
９
・
０

２
９
４

申し込み
フォーム

市 民 伝 言 板
会員募 集

◆観世流謡曲同好会　春秋会＝a月 ２
回。第 ２・第 ４金曜日午後 １時半～ ４
時b滝山団地第 ２住宅集会所g会費年
２ 回２,０００円j一緒に楽しく謡いませ
んか。経験者歓迎。見学可l井上☎
０８０・７７２６・４１５８
◆英語を聴く練習会＝a毎月 ３回。土
曜日または日曜日午前１０時～１１時４５分
b東部地域センターg入会金１,０００円、
会費月２,０００円jYouTubeで英語を繰
り返し聴く練習。中級。 ９月開始l忍

おし

田
だ

☎０４２・４７３・２０９５
◆フォークダンス（バラの会）＝a月 ２
回。第 ２・第 ４土曜日午後 １時～ ３時
bスペース１０５（市役所向かい）他g会
費月１,５００円j健康で明るく楽しい生
活を送りたい方、是非ご参加ください
l阿久津☎０４２・４７６・１１０６
◆東久留米歌友会＝a月 ２回。第 １・
第 ３水曜日午後 １時～ ５時b西部地域
センターg会費月２,０００円j大いに歌
って笑って、更に健康！人生これから
！お待ちしてますl篠崎☎０９０・１０４２
・５７４４

催 し
◆滝山・前沢みんなの夏祭り（NPO法
人東久留米ふれあいの街）＝a ８ 月２４
日㈯・２５日㈰　※交通規制午後 ４時～
８時半b滝山中央通りおよび周辺地域
j駐車場はありません。車でのご来場
はご遠慮ください。祭り終了午後 ９時
l横井☎０８０・６７２９・１６３６

行政情報アプリ「マチイロ」でも
「広報ひがしくるめ」を

ご覧になれます
　スマートフォンなどで同アプリを取得
して「お住まいの地域」で「東京都東久留
米市」を登録の上、ご利用ください。
i通信料は利用者の負担になります
l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８

マチイロ

　障がいを持つ方と持たない方の相互理解を目的として始まった
作品展です。市内の未就学児童から特別支援学級の児童・生徒、
各団体、生涯現役の方々の絵画・写真・書・折り紙・工作など例
年９００点近い作品が展示されます。
a ９ 月２８日㈯午後 １時～ ５時、
　　　２９日㈰午前１０時～午後 ５時
　　　３０日㈪午前１０時～午後 ４時半
b市役所 １階屋内ひろば
j市後援。運営は、東久留米市手をつなぐ親の会
l市社会福祉協議会☎０４２・４７５・０７３９

第４２回

いのちかがやけいのちかがやけ
作 品 展作 品 展

「ポトス、そして学園の部屋」
社会福祉法人しおん保育園
しおん学園（忘れな草）　C．さんの作品
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